
申し込み日

確認

掲載希望先
ふりがな

事業所名

ふりがな

氏名（代表者）

市

区

募集職種

働き先 (　　）町場 (　　）野丁場 (　　）新丁場 (　　）混在 （　　）ビルダー

１、正規雇用 希望人数

(　　）見習 (　　）資格 (　　）普免 　（　　）不問

２、短期雇用 希望人数

(　　）見習 (　　）資格 (　　）普免 　（　　）不問

３、請負契約 工事期間 現場名・規模

注意事項！

条件等 (　　）経験者 （　　）資格・・・

　 　

　 2016年度版

★募集希望内容

雇用者５人未満の事業所の場合は、雇う人に「雇入れ通知書」の発行が必須となります。

所属支部

求人・請負募集情報掲載＜申込書＞
依頼される方は下記注意事項を了解いただくとともに必要事項を記入し、所属の支部へ提出してく
ださい。なお情報のみの提供となっております。契約する際は組合員同士の信頼に基づいて行なっ
てください。本部ホームページへの掲載は、下記募集職種や人数等の情報のみ公開となり、求職希
望者に対して個別に会社名称などを知らせる仕組みとなっています。ご了承の上記入してください。

（　　）組合員・（　　）未加入

★該当する項目の（　　）には○を記入ください 　　年　　　月　　　日

※事業所の場合のみ

（　　　）本部HP　（　　　）本部機関紙　（　　　）群会議の話題

条件等
(　　）経験者

注意事項！

条件詳細・・・

雇う人に「雇入れ通知書」発行と労災保険の適用が必須となります。

（　　）２人

法人個人事業所問わず雇用者への労災保険の適用は必須です。

－

ＦＡＸ番号

短期雇用者とは・・おおむね労働時間が週30時間未満もしくは雇用期間１カ月未満

雇用者が１人以上いる場合は個人事業所であっても雇用保険加入も必須となります。

　（　　）３人以上（　　）２人

〒郵便番号
所在地

本部確認欄

電話・携帯番号

（　　）建設業許可

（　　）１人

注意事項！

請負とは／外注・一人親方・手間請けなどをさすが、特定の現場で特定の期間（工期）で
請負契約（発注書・請書）を結ぶこと

足立支部ＦＡＸ：０３－５８４５－５０１４　担当：松井　※毎月末日必着翌月掲載可

　メールアドレス／

（　　）１人

正規雇用とは／正規従業員（無期限）・常用及び見習い職人（おおむね1カ月以上）

法人事業所及び雇用者5人以上の個人事業所は社会保険加入は必須となります。

支部確認欄

　（　　）３人以上

条件等
(　　）経験者

条件詳細・・・


